
日 時 ： 平成29年11月29日（水） 13:30～16:30
場 所 ： 福井県警察本部 葵分庁舎
主 催 ： 福井県警察本部

近畿地方整備局（福井県内３事務所他）
参 加 機 関 ： （公財）福井県暴力追放センター

福井弁護士会
出 席 者 数 ： ５３名

【福井ブロック】暴力団等排除・不当要求対策研修会を開催しました

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 総務課
〒９１８－８２３９ 福井県福井市成和１－２１１１ ＴＥＬ ０７７６－２７－０６４２

・公的機関の立場で不当要求に応じ不正支出を行った場合は、詐欺等の被疑者にも成
り得ることは胸に刻んでおこうと思った。
・不当要求等の対応に警察等の協力が心強く、本研修を継続することが重要。
・次回は不当要求者との応対のロールプレイを実施して欲しい。

中村福井河川国道事務所長の開会挨拶

研修では、（公財）福井県暴力追放センター、福井
県警察本部から「行政対象暴力への対応」「最近の
暴力団情勢」について講演をいただき、その後不当
要求等にかかる質疑応答について福井弁護士会よ
り専門家の視点でのアドバイスをいただきました。
最後に研修生を代表して足羽川ダム工事事務所
職員による研修宣言を行い、互いの連携を確認しま
した。

質疑応答（福井弁護士会）

講演（福井県警察本部）
講演（（公財）福井県暴力追放センター）

Ｈ29.11.29

～ 足羽川ダム工事事務所～

概 要

研修会の様子

参加者の感想

研修目的

福井県内３事務所職員を対象に、公共事業から暴力団などによる不当な介入を排除
する、又は不当要求等を未然に防止するための対応要領などを学び、適切な契約、施
工、円滑な用地取得業務を行うことを目的として本研修を開催しました。


